
○朝倉市老人福祉センター条例施行規則 

平成１８年３月２０日 

規則第８２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、朝倉市老人福祉センター条例（平成１８年朝倉市条例第１３４

号。以下「条例」という。）第２１条の規定に基づき、朝倉市老人福祉センター（以

下「老人センター」という。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用時間） 

第２条 老人センターの利用時間は、午前９時から午後５時までとする。ただし、市

長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、第４条の規定により利用の許可を受けた団体が利

用するときは、利用時間を午後１０時までとすることができる。 

（休館日等） 

第３条 老人センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた

ときは、これを変更することができる。 

（１） 毎週土・日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３） １２月２９日から翌年１月３日まで（前２号に定める休館日を除く。） 

２ 前項第１号及び第２号に掲げる休館日において、次条の規定により利用の許可を

受けた団体が利用するときは、開館することができる。 

（利用申込書） 

第４条 老人センターを利用しようとする者は、個人にあっては利用の当日までに、

団体にあっては利用期日の５日前までに、老人福祉センター利用申込書（様式第１

号）に必要事項を記入の上、利用の申込みをし、利用の許可を受けるものとする。 

（使用料の納付及び許可書） 

第５条 前条の許可を得て条例第７条の規定による使用料を納めた者（利用料が免除

の者を含む。以下「利用者」という。）には、老人福祉センター利用許可書（様式

第２号）を交付する。 

２ 前項の利用許可書は、老人センターの利用の際これを係員に提出しなければなら



ない。 

（使用料の減免） 

第６条 条例第８条の規定に基づく使用料の減免（以下「減免」という。）は、次の

場合に応じて行うものとする。 

（１） 市と共催の行事 

（２） 福祉関係団体の利用 

（３） その他市長が適当と認めた場合 

２ 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、老人福祉センター使用料

減免申請書（様式第３号）を利用の申込みと同時に市長に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第７条 条例第９条第３項の規定に基づく使用料の還付は、次に掲げる場合に行うも

のとする。 

（１） 天災地変その他の利用者の責めに帰することのできない理由で利用できな

くなった場合 

（２） 市長が、老人センターの管理上利用不可能と認めた場合 

（３） 利用者が利用日の前日までに利用取消しの申出を行い、市長が当該取消し

をやむを得ないものと認めた場合 

（利用者遵守事項） 

第８条 老人センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 係員の指導及び指示に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。 

（２） 政治的又は宗教的活動を行わないこと。 

（３） 許可なく寄附の募集及び物品の販売を行わないこと。 

（４） 危険物を持ち込まないこと。 

（５） 動物を連行しないこと（補助犬は含まない。）。 

（６） 他人に迷惑を及ぼす物品を携行しないこと。 

（７） 火災盗難の防止及び秩序維持に協力すること。 

２ 利用者は、建物、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届

け出なければならない。 

３ 利用者は、その利用が終わったときは、利用した設備等を原状に復さなければな



らない。 

（違反処分） 

第９条 利用者が条例、この規則その他の規程に違反する行為をしたときは、管理者

は、当該利用者に対して直ちに退去を命ずることができる。 

（指定管理者の指定の申請） 

第１０条 条例第１４条に規定する書類は指定管理者指定申請書（様式第４号）とし、

添付すべき書類は次に掲げるものとする。 

（１） 法人その他の団体（以下「法人等」という。）の名称、主たる事務所の所

在地及び代表者の氏名を記載した申請書 

（２） 法人等の定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずる書類及び法人にあって

は、登記事項証明書 

（３） 市長が指定する事業年度における事業報告書、財産目録、貸借対照表、収

支計算書その他法人等の事業及び経営の状況を明らかにする書類 

（４） 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類 

（５） 指定管理業務の実施の計画及び方法を記載した書類 

（６） 市長が指定する事業年度における老人福祉センターに関する事業計画書（様

式第５号）及び老人福祉センターの管理に関する業務の収支予算書（様式第６号） 

（７） 指定の申請に関する法人等の意思の決定を証する書類 

（８） その他市長が必要と認める書類 

（指定管理者の指定の基準） 

第１１条 条例第１５条第１項第４号に規定する規則で定める基準は、次のとおりと

する。 

（１） 必要な人材を確保することができると認められること。 

（２） 市内に事務所を有する法人等であること。 

（３） 指定管理業務について、相当の知識及び経験を有するものを従事させるこ

とができること。 

（４） 条例第１６条第１項各号の規定により指定を取り消され、その取消しの日

から２年を経過しない者でないこと。 

（指定管理者の公募の公告） 



第１２条 市長は、指定管理者を公募するときは、朝倉市広報誌に次に掲げる事項を

公告しなければならない。 

（１） 指定管理者を公募する施設の名称及び指定の期間 

（２） 指定管理者の指定の基準 

（３） 申請書の受付期間及び受付場所 

（４） 指定管理者の指定の申請に関し必要な事項を記載した書類の配布期間及び

配布場所 

（５） その他の必要な事項 

（管理の基準等） 

第１３条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければなら

ない。 

（１） 関係法令及び条例の規定を遵守すること。 

（２） 施設等の維持管理を適切に行うこと。 

２ 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。 

（１） 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項 

（２） 指定管理業務の実施に関する事項 

（３） 指定管理業務の実績報告に関する事項 

（その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年３月２０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝倉町老人福祉センター使用条例施

行規則（昭和５０年朝倉町規則第３号）、朝倉町公営施設の使用料条例施行規則（昭

和６１年朝倉町規則第６号）又は杷木町老人福祉センターの設置及び管理規程（昭

和５４年杷木町規程第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年規則第１５８号） 



この規則は、平成１８年５月１日から施行する。 

附 則（平成２１年規則第５３号） 

この規則は、平成２１年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第４号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第１０条関係） 

様式第５号（第１０条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

 


